
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構について

１ 設立経過
道立試験研究機関は、道民生活の向上や道内産業の振興を目指して、農業、水産業、林業、工業、

食品産業、環境、地質及び建築の各分野や地域における課題などに対応した研究開発を行い、その成
果を道民に還元する重要な役割を果たしてきた。

近年、社会経済情勢が変動する中で、道民ニーズも、より複雑化、多様化するなど道立試験研究機
関を取り巻く状況が大きく変化している。

道立試験研究機関がこれまで果たしてきた機能の維持・向上を図り、これらの変化に対応できる組
織へと改革していくため、２２の試験研究機関を単一の地方独立行政法人として運営することとし
た。

２ 概  要
○名    称：地方独立行政法人 北海道立総合研究機構（略称：道総研）
○主たる事務所：札幌市北区北 19 条西 11 丁目（北海道総合研究プラザ内）
○設 立 団 体：北海道
○設 立 時 期：平成 22 年 4 月 1 日(非公務員型 一般地方独立行政法人)
○資 本 金 ( 土 地 ・ 建 物 )：約 254 億円【出資者 北海道（100％）】
○予 算 規 模：約 145 億円【道からの運営費交付金 約 129 億円】
○職 員 数 ( 実 人 員 ）：約 1,100 人 【道からの派遣職員：215 人（Ｈ27．4．1 現在）】

  
３ 業務範囲

(1) 農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分野に関する試験、研究、調査、
技術開発

(2) 前号に掲げる業務に関する普及及び技術支援
(3) 試験機器等の設備及び施設の提供
(4) 前３号に掲げる業務に附帯する業務

4 体 制

法人本部                       

農業試験場（中央、上川、道南、十勝、根釧、
北見、畜産、花・野菜）

水産試験場（中央、函館、釧路、網走、稚内、
栽培、さけます・内水面（孵化場））

林業試験場、林産試験場

工業試験場、食品加工研究センター

環境科学研究センター、地質研究所

北方建築総合研究所

※研究本部の企画等を担う組織

5 役 員

区   分 氏   名 摘      要

理  事  長 丹 保 憲 仁 前北海道開拓記念館館長、元北海道大学総長

理事（経営企画担当）
尾 谷   賢 前北洋銀行審議役、元道総研産業技術研究本部長

理事（研究企画担当）

理事（連携推進担当） 遠 藤      滋 前北海道電力（株）理事考査役

監     事 大 石 一 良 公認会計士協会北海道会副会長

  【参考】
区      分 常勤・非常勤 人 数 任 期 ・理事長、監事：地方独立行政法人法

(平成 15 年法律第 118 号)第 14 条
第１項及び第２項 の規定により設
立団体の長(知事)が任命

・理事：地方独立行政法人法第 14 条
第３項の規定により理事長が任命

理  事  長 常  勤 １ 名 ４ 年

理 事
経営企画担当

常  勤 ３ 名 ２ 年研究企画担当
連携推進担当

監   事 非 常 勤 １ 名 ２ 年

理事長 理 事

監 事

経営企画部

研究企画部

連携推進部

理事長室

農業研究本部

水産研究本部

森林研究本部

産業技術研究本部

環境・地質研究本部

建築研究本部
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